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１）はじめに
 この「狛江駅周辺エリア 道路利活用方針」は、狛江駅周辺の歩行空間における賑わいと滞留の創出をめざし、
駅周辺の市道への『歩行者利便増進道路制度（ほこみち）』の導入を見据えた、駅周辺の自然環境を活かした
歩行者中心の空間づくり（作り方）と、官だけでなく民も管理・活用できるしくみ（使い方）の両面から整理
するものです。
 今後は、この方針のもと、駅周辺市道の整備と管理運営体制の構築を進めていきます。

　　１）はじめに(p1)

　　２）まちの現況把握(p2)

　　３）将来を想定した課題の整理(p3)　　　　　　　　６）管理・運営体制(p12)

　　４）各エリアの利用イメージ(p4)　　　　　　　　　　①地域まちづくり法人の設立

　　５）道路デザイン方針(p5-11)　　　　　　　　　　 　②エリアマネジメント協議会の設置

歩行者中心の空間づくり

作り方

「官」だけでなく「民」も
管理・活用できるしくみづくり

使い方

ほこみち社会実験（R4.10/22～30）

【狛江駅周辺エリア 道路利活用方針】
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夜は少し薄暗い

南口出入口付近の見通しの悪さ
（駅利用者と自転車・自動車接触危険性）

自転車・歩行者の混在

定期的な管理（清掃等）が必要な噴水ス
テージ周辺

小田急南北通路→

狛江弁財天池
特別緑地

えきまえ
広場

←狛江市南北通路狛江駅
改札 小田急マルシェ

エコルマ裏の側道

南口ロータリー交通島 南口駅前歩道 南口出入口付近空間南口駐輪場

小田急南北通路

泉の森会館前

南口ロータリー

エコルマ裏の側道

緑地前の側道 噴水ステージ付近 噴水ステージ裏 エコルマ裏の側道狛江市南北通路（改札前）

２）まちの現況把握
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安心で安全な歩行空間の創出

狛江の顔となる空間・しくみづくり狛江の独自資源を活用

誰にとっても快適な駅前空間

【北側側道】
• 歩行者・自転車の混在の解消
• 夜間でも安心に歩ける歩行空間づくり
【南側】
• 駅出入口部分の見通しの悪さに対する

注意喚起

• 市民の多様で多彩な活動を公共空間に
て実践するための空間・しくみをつく
る

• 駅前の賑わいや商業活性化に資する空
間・しくみをつくる

• 市民活動等の発表の場をつくる

• 狛江弁財天池特別緑地の自然・風景を
空間デザインにもイベント活用にも活
かす

• 狛江ならではの特色（絵手紙発祥の地、
音楽のまち等）を取り入れる

• 歩行者の多様なアクティビティ（歩く、
休む、しゃべるなど）を受け止める、
滞留空間づくり

• 子ども、高齢者などあらゆる人にとっ
ての居場所づくり

• 人と人が出会い、つながりが生まれる
空間づくり

①
狛
江
の
特
色(

強
み)

②
歩
行
空
間
の
課
題

３）将来を想定した課題の整理

http://www.city.komae.tokyo.jp/index.cfm/41%2C112791%2C313%2C3463%2Chtml
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４）各エリアの利用イメージ



狛江駅

エコルマ側道
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５）道路デザイン方針
 ①全体（平面図）



５）道路デザイン方針
 ②ゾーンごと
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泉の森会館



５）道路デザイン方針
 ②ゾーンごと
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５）道路デザイン方針
 ②ゾーンごと
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エコルマ側道



５）道路デザイン方針
 ②ゾーンごと

9

エコルマ側道



５）道路デザイン方針
 ②ゾーンごと
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舗装
▸舗装は公共道路の一般的基準に
則りつつ、滑りにくい舗装材を
選定

設備
▸エコルマ側道の東側入口付近に
駐輪場設置を検討
▸イベント時のレイアウトを想定
のうえ電源を設置

交通
▸エコルマ側道及び南北自由通路
は「歩行者専用道路」に切り替
え。
▸『歩行者と自転車の共存』をめ
ざしつつ、エコルマ側道及び南
北自由通路はおしチャリを徹底、
泉の森会館側道はおしチャリを
推奨。
▸自転車速度抑制のための"蛇行
線形”の歩行空間を形成

照明
▸ポール灯、庭園灯、足元照明等
により必要な照度を確保
▸泉の森会館側道は、駅舎を照ら
す照明を検討

滞留空間
▸空間全体に移動可能な置き式の
ベンチ、植栽等を配置

５）道路デザイン方針
 ③各ゾーン共通                      （※写真はすべてイメージ）
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夜間照明



６）管理・運営体制

12

①狛江駅周辺の賑わい創出に向けて、駅周辺エリアのほこみち対象区域を一括占用（一次占用）する地域ま
ちづくり法人を設立し、占用区域を管理運営する。

②駅周辺エリアのマネジメントを行うなかでの全体方針や重要事項を審議・調整するエリアマネジメント協
議会を設置し、地域まちづくり法人は必要な意見を伺う。

エリアマネジメント協議会
（地域の住民・事業者・団体等）

   ■協議体
   ・駅周辺エリアの利活用の全体方針
   ・重要事項の審議/調整

参画

情報共有

狛　
江　
市

地
域
の
団
体
・
事
業
者

占用申請
(二次占用)

小
田
急
Ｓ
Ｃ
Ｄ

占用許可
(二次占用)

占用申請
(二次占用)

占用許可
(二次占用)

参画

情報共有

情報共有

参画
（自主イベント:イベント内容に応じて実行チームを組織する）

イベントＡ イベントＢ イベントＣ

重要事項等の諮問
事業の実施報告

必要な意見

      ■執行組織
     ・占用エリアの管理・運用
     ・占用エリアでの民間事業の運営支援
     ・占用エリアでの自主イベント等の開催

  地域まちづくり法人 法人格

一括
占用

ほこみち区域
占用許可
（維持管理）


